
令 和 ５ 年 ５ 月 定 例 会 議 事 日 程  

 

令 和 ５ 年 ５ 月 １ 日 

午 後 １ 時 ３ ０ 分 開 会 

 

開     会 

第 １ 会 期 決 定 

第 ２ 会議録署名委員の指名 

第 ３ 前会会議録の承認 

第 ４ 教育長報告及び各課４月行事報告 

第 ５ 議 案 

第25号議案 島原市中学校部活動地域移行検討委員会設置要綱 

第26号議案 島原市学校教育振興補助金交付要綱の一部を改正する

要綱 

第27号議案 令和６年度全国高等学校総合体育大会島原市実行委員 

会運営事業費補助金交付要綱 

第28号議案 臨時代理の承認（島原市少年センター少年補導委員の

委嘱について） 

第 ６ 次回定例教育委員会日程 

第 ７ そ の 他 

（１）  報告事項 

①５月行事予定表 

（２）  その他 



 

 

 

 

 

 

島 原 市 教 育 委 員 会 
 

 

 

議 案 集 
 

 

 

 

  第 25号議案  島原市中学校部活動地域移行検討委員会設置要綱  

第 26号議案  島原市学校教育振興補助金交付要綱の一部を改正する要綱  

第 27号議案  令和６年度全国高等学校総合体育大会島原市実行委員会運営事業費補助金

交付要綱  

第 28号議案  臨時代理の承認（島原市少年センター少年補導委員の委嘱について）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年５月１日 定例会 
 
 
 

  



 



第２５号議案 

 

島原市中学校部活動地域移行検討委員会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 島原市中学校における部活動の段階的な地域移行に向けた課題や対応策について 

検討するため、島原市中学校部活動地域移行検討委員会（以下「委員会」という。）を設置 

する。 

（検討事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討及び協議する。 

（１）島原市中学校部活動地域移行推進計画に関する事項 

（２）その他委員会の目的を達成するために必要な事項 

（報告） 

第３条 委員会は、前条に掲げる事項の検討結果について、島原市教育委員会（以下「教育 

委員会」という。）へ報告を行う。 

（組織） 

第４条 委員会は、委員２０名以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。 

 （１）学校関係者 

 （２）中学校生徒の保護者 

 （３）部活動等に識見を有する者 

 （４）島原市スポーツ協会関係者 

 （５）その他教育委員会が必要と認める者 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の３月３１日までとする。欠員が 

生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。 

（委員長等） 

第６条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により選出する。 

３ 副委員長は、委員のうちから委員長が指名した者をもって充てる。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務 

を代理する。 

（会議） 

第７条 会議は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、必要があると認められるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聞くこと 

ができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、島原市教育委員会学校教育課において処理する。 
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（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定 

 める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

（経過措置） 

この要綱の施行後最初に招集すべき委員会の会議は、第７条第１項の規定にかかわらず、 

教育長が招集する。 

 

令和５年５月１日 提出 

 

                                      島原市教育委員会 

                     教育長 森本 和孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 島原市中学校部活動地域移行に係る検討委員会設置要綱として策定しようとするもので

ある 
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(参考) 

 

島原市中学校地域移行検討委員会 組織（案） 

（委員） 

委員区分 団体・役職等 氏 名 備 考 

学校関係者 

島原市校長会会長 長岡 亨輔 第二小学校長 

島原市校長会副会長 矢島 和幸 第二中学校長 

島原市中体連会長 種村 由美 三会中学校長 

島原市校長会中文連担当 渡邉 吉高 第一中学校長 

保護者代表   市内中学校 PTA会長より選出 

中学校部活動 

外部指導者 

  
中学校外部指導者より選出

（２～３名） 
  

  

島原市 

スポーツ協会 

  
スポーツ協会より推薦 

（２～３名） 
  

  

島原市スポーツ

推進委員協議会 

  
 

  

島原市 

スポーツ少年団 

  
 

  

スポーツクラブ 
総合型地域スポーツクラブ 野島 翼  

民間スポーツクラブ 藤田 昭比古  

 

（事務局） 

区分 役職等 氏 名 備 考 

島原市 

教育委員会 

学校教育課長 牟田 満  

学校教育課指導班長 内島 修太郎  

学校教育課担当 原川 健之  

社会教育課長 中村 憲一 オブザーバー 

社会教育課担当  オブザーバー 

スポーツ課長 中島 耕一 オブザーバー 

スポーツ課担当  オブザーバー 
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第２６号議案 

 

島原市学校教育振興補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

島原市学校教育振興補助金交付要綱（平成26年島原市教育委員会告示第11号）の一部を次の

ように改正する。 

別表に次のように加える。 

長崎県養護教

諭研究協議大

会開催地補助

金 

長崎県養護教諭研究協議

大会担当職員が研究や発

表を通して、資質の向上

を図ることを目的とす

る。 

開催時運営

費の一部 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

長崎県学校保健会

養護教諭部会 

 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 

 

令和５年５月１日提出 

 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝   

 

 

 

提案理由 

令和５年度に、長崎県養護教諭研究協議大会が島原市で開催されることに伴い、運営費の一

部に対する補助金を支出できるよう、島原市学校教育振興補助金交付要綱に新たに長崎県養護

教諭研究協議大会開催地補助金を追加するため、この要綱を改正しようとするものである。 
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（参 考） 

島原市学校教育振興補助金交付要綱（抜粋） 

（趣旨） 

第１条 市は、学校教育の振興を目的に、予算の定めるところにより、島原市学校教育振興補

助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、島原市補助金

等交付規則（昭和58年島原市規則第９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、こ

の要綱の定めるところによる。 

（補助の対象及び補助額） 

第２条 補助金の交付の対象となる経費及びその補助額は、別表のとおりとする。 

 

別表（第２条関係） 

補助金の名称 交付の目的 

補助事業の

内容、対象

経費 

補助率又は

額 
補助対象者 

島原半島地区

人権教育研究

会補助金 

あらゆる差別の解消に向

け、島原半島地区の人権

教育担当職員の研修等を

通して、指導力の向上を

図ることを目的とする。 

研究会の運

営に要する

経費の一部 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

島原半島地区人権

教育研究会 

島原半島三市

特別支援教育

連絡協議会補

助金 

島原半島三市にある教育

機関が連携し、障害等の

ある幼児児童生徒の教育

について意見交換や研修

等を行うことにより、島

原半島の特別支援教育の

充実、推進に寄与するこ

とを目的とする。 

協議会の運

営に要する

経費の一部 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

島原半島三市特別

支援教育連絡協議

会 

長崎県情緒障

害教育研究大

会島原大会開

催地補助金 

情緒障害教育についての

研修を行い、関係者同士

の交流を深め、情報交換

等を行うことによって、

県下の情緒障害教育の推

進を図ることを目的とす

る。 

島原大会開

催時運営費

の一部 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

長崎県情緒障害教

育研究会 

特別支援教育

活動費補助金 

特別支援学級の児童・生

徒の校外学習・職場体験

等を通して学習上又は生

活上の困難さに対応する

研究部の運

営に要する

経費 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

島原市特別支援教

育研究部 
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力を伸ばすことを目的と

する。 

島原市教育研

究会補助金 

教職員の自主的な研修を

促進することにより本市

小・中学校教育の振興を

図ることを目的とする。 

研究会の運

営に要する

経費の一部 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

・島原市小学校教

育研究会 

・島原市中学校教

育研究会 

島原市教育委

員会指定小学

校研究校補助

金 

小学校教職員が授業研究

や発表を通して、指導力

の向上を図ることを目的

とする。 

研究活動費 予算の範囲

内で市長が

認める額 

・島原市立第一小

学校研究会 

・島原市立第二小

学校研究会 

・島原市立第三小

学校研究会 

・島原市立第四小

学校研究会 

・島原市立第五小

学校研究会 

・島原市立三会小

学校研究会 

・島原市立大三東

小学校研究会 

・島原市立高野小

学校研究会 

・島原市立湯江小

学校研究会 

島原市教育委

員会指定中学

校研究校補助

金 

中学校教職員が授業研究

や発表を通して、指導力

の向上を図ることを目的

とする。 

研究活動費 予算の範囲

内で市長が

認める額 

・島原市立第一中

学校研究会 

・島原市立第二中

学校研究会 

・島原市立第三中

学校研究会 

・島原市立三会中

学校研究会 

・島原市立有明中

学校研究会 

九州地区中学

校技術・家庭

科教育研究大

会開催地補助

九州地区中学校技術・家

庭科教育担当職員が授業

研究や発表を通して、指

導力の向上を図ることを

島原大会開

催時運営費

の一部 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

長崎県中学校技

術・家庭科教育研

究会 
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金 目的とする。 

島原市小学校

体育大会補助

金 

島原市の小学生が一堂に

会することにより、子ど

もたち相互の親睦を図

り、あわせて練習や大会

を通して、体力の向上や

陸上競技の技術の向上を

図ることを目的とする。 

大会に要す

る経費 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

島原市小学校体育

連盟 

島原市中学校

体育大会補助

金 

島原市の中学生が一堂に

会することにより、子ど

もたち相互の親睦を図

り、あわせて練習や大会

を通して、体力の向上や

各種競技の技術の向上を

図ることを目的とする。 

大会に要す

る経費の一

部 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

島原市中学校体育

連盟 

長崎県中学校

総合体育大会

選手派遣費補

助金 

長崎県中学校総合体育大

会へ選手等を派遣するこ

とを目的とする。 

選手等の派

遣に要する

経費 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

島原市中学校体育

連盟 

中学校総合体

育大会九州・

全国大会派遣

費補助金 

中学校総合体育大会九

州・全国大会へ選手等を

派遣することを目的とす

る。 

選手等の派

遣に要する

経費の一部 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

島原市中学校体育

連盟 

中学校部活動

運営費補助金 

部活動の発展に寄与し、

生徒の体位・体力や情

緒・文化的心情及び技術

の向上並びに文化的資質

の伸長を目的とする。 

各部活動の

運営に要す

る経費 

1,600円×

部活動加入

生徒 

・島原市立第一中

学校島原市部活動

振興会連絡協議会 

・島原市立第二中

学校部活動振興部 

・島原市立第三中

学校部活動振興会 

・島原市立三会中

学校部活動後援会 

・島原市立有明中

学校部活動振興会 

島原市学校保

健会運営費補

子どもたちの健康に関す

る調査・研究、それによ

学校保健会

の運営に要

予算の範囲

内で市長が

島原市学校保健会 
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助金 って得た情報の提供、新

たな問題への対策などを

協議し、学校保健の向上

発展を目的とする。 

する経費の

一部 

認める額 

学校給食研究

会補助金 

学校給食の充実を図り、

食に関する指導のねらい

を踏まえた食育を推進す

るため、小中学校給食関

係職員の研修等を実施

し、資質向上を目指すこ

とを目的とする。 

研究会の運

営に要する

経費 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

島原市学校給食研

究会 

視聴覚教育研

究費補助金 

各・小中学校にて使用す

るソフト教材の購入や視

聴覚担当職員の研修等を

通して、指導力の向上を

図ることを目的とする。 

研究活動費 予算の範囲

内で市長が

認める額 

島原市学校視聴覚

教育連盟 

豊後高田市・

島原市兄弟校

児童会交流事

業補助金 

豊後高田市・島原市の兄

弟都市の交流を更に深

め、両市小学生の活力を

生む豊かな児童会交流を

継続的に行い、21世紀の

郷土を担う青少年の育成

を図ることを目的とす

る。 

交流事業に

要する経費 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

島原市兄弟校児童

会交流推進協議会 

長崎県造形教

育研究大会開

催地補助金 

長崎県小・中学校美術教

育担当職員が授業研究や

発表を通して、指導力の

向上を図ることを目的と

する。 

南島原市・

島原市・雲

仙市大会開

催時運営費

の一部 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

長崎県造形教育研

究大会南島原市・

島原市・雲仙市大

会実行委員会 

長崎県校長会

研究大会南島

原・島原・雲

仙大会補助金 

長崎県の小・中学校教育

の充実発展のため研究と

実践を重ねることで「教

育県長崎」の確立に寄与

することを目的とする。 

南島原・島

原・雲仙大

会開催時運

営費の一部 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

長崎県校長会研究

大会南島原・島

原・雲仙大会実行

委員会 

ＮＩＥ実践指

定校補助金 

教育活動に新聞を活用す

ることで、青少年の活字

研究活動費 予算の範囲

内で市長が

・島原市立第一中

学校研究会 
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離れを防ぎ、学力向上を

図るとともに、その目を

広く社会に向けさせ、主

体性のある人格を育むこ

とを目的とする。 

認める額 ・島原市立第二中

学校研究会 

・島原市立第三中

学校研究会 

・島原市立三会中

学校研究会 

・島原市立有明中

学校研究会 

九州中学校体

育大会サッカ

ー競技大会開

催地補助金 

各県の代表校が一堂に会

することにより、子ども

たち相互の親睦を図り、

あわせて大会を通して、

体力の向上や技術の向上

を図ることを目的とす

る。 

九州中学校

体育大会サ

ッカー競技

大会開催時

運営費の一

部 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

長崎県中学校体育

連盟 

小学校外国語

活動研究会補

助金 

小学校教職員が外国語活

動研究を通して、指導力

の向上を図ることを目的

とする。 

研究活動費 予算の範囲

内で市長が

認める額 

島原市小学校外国

語活動研究会 

長崎県養護教

諭研究協議大

会開催地補助

金 

長崎県養護教諭研究協議

大会担当職員が研究や発

表を通して、資質の向上

を図ることを目的とす

る。 

開催時運営

費の一部 

予算の範囲

内で市長が

認める額 

長崎県学校保健会

養護教諭部会 
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第２７号議案 

 

令和６年度全国高等学校総合体育大会島原市実行委員会運営事業費補助金交 

付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、島原市において開催される、令和６年度全国高等学校総合体育大会 

を実施するため、令和６年度全国高等学校総合体育大会島原市実行委員会が行う取 

り組みに要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交 

付については、島原市補助金等交付規則（昭和５８年３月３１日規則第９号。以下 

「規則」という。）に定めるほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（経費及び補助額等） 

第２条 前条の補助額は毎年度市長が別に定める。 

 

（補助金交付申請書） 

第３条 規則第４条の補助金交付申請書は、様式第１号及びその他必要な事項を記載 

した書類とする。 

 

（補助金交付の条件） 

第４条 規則第６条の交付の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ⑴ この補助金は、交付の目的以外に使用してはならない。 

 ⑵ この補助金の経理状況について調査するときは、これに応ずること。 

 ⑶ この補助金に係る実績報告書は、事業完了後３０日以内または当該年度の３月３ 

 １日のいずれか早い期日までに市長に提出すること。 

 

（変更の承認の申請等） 

第５条 規則第９条の事情変更については、様式第２号の補助事業変更承認申請書に 

その理由を記載するとともにその他必要な事項を記載した書類を市長に提出するこ 

ととする。 

 

（実績報告書等） 

第６条 規則第１３条の実績報告書等は、様式第３号及びその他必要な事項を記載し 

た書類とする。 

 

（補助金の請求及び支払い） 

第７条 補助金の請求は、市長から補助金交付指令書を受けた後に、様式第４号及び 

必要な書類を添えて請求するものとし、補助金の支払いは、請求書と必要な書類の 

受理後に支払うものとする。 

 

（補助金調書等の保管） 

第８条 補助事業の帳簿及び証拠書類の保管は、補助事業完了の日又は廃止の承認を  

受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間とする。 

   

 附 則 

この要綱は令和５年６月１日から施行する。 

  

11



様式第１号（第３条関係） 

 

第   号 

令和  年  月  日 

 

島原市長 様 

 

所 在 地                     

団 体 名                     

代表者名                     印 

 

 

令和 年度全国高等学校総合体育大会島原市実行委員会運営事業費補助金交付申請書 

 

 

 令和 年度全国高等学校総合体育大会島原市実行委員会運営事業を実施したいので、 

補助金       円の交付を申請します 
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事  業  計  画  書 

 

１ 事業の目的 

 

 

 

 

 

２ 事業の内容及び経費の配分 

 ⑴ 事業の内容 

 

 

 

 

 ⑵ 経費の配分 

事業名 事業費 
負担区分 

備 考 
補助金 自己負担金 

令和 年度全国

高等学校総合体

育大会島原市実

行委員会運営事

業 

円 

 

円 

 

円 

 

 

計     

 

３ 事業完了予定年月日    令和  年  月  日 
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収 支 予 算 書 

 

１ 収入の部 

単位：円 

区分 本年度予算額 前年度予算額 
比較 

備考 
増 減 

補 助 金      

自己負担金      

計      

 

 

２ 支出の部 

単位：円 

区分 本年度予算額 前年度予算額 
比較 

備考 
増 減 

 

 

 

 

 

 

     

計      
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様式第２号（第５条関係） 

第 号 

令和  年  月  日 

島原市長 様 

所 在 地 

団 体 名 

代表者名 印 

令和 年度全国高等学校総合体育大会島原市実行委員会運営事業費補助金（変更）（中止）

（廃止）承認申請書 

令和  年度において実施する令和 年度全国高等学校総合体育大会島原市実行委員会

運営事業費補助金について、（変更）（中止）（廃止）の承認を受けたいので、関係書類を添

えて申請します。 
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事  業  変  更  計  画 

（変更前を上段括弧書きで変更前を下段に二段で記載） 

 

１ 変更の理由 

 

 

２ 補助金交付の指令番号  令和  年  月  日付け島原市教育委員会指令第  号 

 

 

３ 事業の内容及び経費の配分 

 ⑴ 事業の内容 

 

 

 ⑵ 経費の配分 

事業名 事業費 
負担区分 

備 考 
補助金 自己負担金 

令和 年度全国

高等学校総合体

育大会島原市実

行委員会運営事

業 

円 

 

円 

 

円 

 

 

計     

 

３ 事業完了予定年月日    令和  年  月  日 
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収 支 予 算 書 

 

１ 収入の部 

単位：円 

区分 本年度予算額 前年度予算額 
比較 

備考 
増 減 

補 助 金      

自己負担金      

計      

 

 

２ 支出の部 

単位：円 

区分 本年度予算額 前年度予算額 
比較 

備考 
増 減 

 

 

 

 

 

 

     

計      
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様式第３号（第６条関係） 

 

第   号 

令和  年  月  日 

 

 

島原市長 様 

 

所 在 地                     

団 体 名                     

代表者名                     印 

 

 

令和 年度全国高等学校総合体育大会島原市実行委員会運営事業費補助金実績報告書 

 

 

 令和  年  月  日付け島原市教育委員会指令第    号により補助金交付決定の

あった令和 年度全国高等学校総合体育大会島原市実行委員会運営事業について、事業が

完了したので、その実績を報告します。 
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事  業  実  績 

（変更前を上段括弧書きで変更前を下段に二段で記載） 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業の内容及び経費の配分 

 ⑴ 事業の内容 

 

 

 ⑵ 経費の配分 

事業名 事業費 
負担区分 

備 考 
補助金 自己負担金 

令和 年度全国

高等学校総合体

育大会島原市実

行委員会運営事

業 

円 

 

円 

 

円 

 

 

計     

 

３ 事業完了年月日    令和  年  月  日 
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収 支 精 算 書 

１ 収入の部 

単位：円 

区分 本年度精算額 本年度予算額 
比較 

備考 
増 減 

補 助 金 

自己負担金 

計 

２ 支出の部 

単位：円 

区分 本年度精算額 本年度予算額 
比較 

備考 
増 減 

計 
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様式第４号（第７条関係） 

第  号 

  年  月  日 

島原市長 様 

申請者 所 在 地 

団 体 名 

代表者名 印 

令和 年度全国高等学校総合体育大会島原市実行委員会運営事業費 

補助金交付請求書 

令和 年 月 日付島原市教育委員会指令 第  号で交付決定（交付額確定）の通

知があった令和 年度全国高等学校総合体育大会島原市実行委員会運営事業費補助金を、

下記のとおり交付されるよう、令和６年度全国高等学校総合体育大会島原市実行委員会

運営事業費補助金交付要綱第７条第１項の規定により、請求します。 

記 

１ 請 求 額 円 

２ 受 領 方 法 口座振替 

金融機関   銀行   支店 

預金種別 普通 ・ 当座 口座番号 ０９３１３２２ 

フリガナ

口座名義 
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令和５年５月１日提出 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

提案理由 

 令和６年度全国高等学校総合体育大会を実施するため、令和６年度全国高等学校総

合体育大会島原市実行委員会が行う取り組みに要する経費に対して、予算の範囲内で

補助金を交付するためこの要綱を制定しようとするものである。 
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第２８号議案 

臨時代理の承認について 

島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理

させる規則（昭和４０年島原市教育委員会規則第２号）第４条第１項の

規定により、別紙のとおり教育委員会の権限事務を臨時に代理したので、

同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

  令和５年５月１日提出 

島原市教育委員会 

教育長 森本 和孝 

１．臨時代理の理由 

  島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代 

理させる規則第２条第１２号の委員の委嘱を承認することについて、 

緊急を要し、かつ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がなかっ 

たため。 

２．臨時代理の内容 

  島原市少年センター少年補導委員の委嘱について 

３．臨時代理年月日 

令和５年４月１８日 
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臨 時 代 理 書 

 

島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理 

させる規則第２条第１２号の委員の委嘱を承認することについて、緊急 

を要し、かつ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないので、同

規則第４条第１項の規定により臨時に代理する。 

  令和５年４月１８日 

島原市教育委員会 

                    教育長 森本 和孝 

１．臨時代理の内容 

   別紙のとおり 
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（別紙） 

島原市少年センター少年補導委員の委嘱について 

 

島原市少年センター少年補導委員に、次の者を委嘱する。 

地区 氏名 住所（学校等） 年齢 

三会 林田 具視 島原市中原町乙1462番地（三会小） ５０ 

三会 池永 識好 島原市下宮町甲2511番地2（三会中） ３５ 

杉谷 本多 雄也 島原市宇土町乙670番地1（第四小） ４７ 

杉谷 吉田 海人 島原市城内一丁目1222番地（第一中） ２６ 

森岳 柏野 広幸 島原市城内一丁目1129番地（第一小） ４５ 

森岳 大平 隆介 島原市城内一丁目1222番地（第一中） ３５ 

霊丘 大場 俊郎 島原市萩が丘二丁目5688番地（第二小） ４８ 

霊丘 金崎 淳一 島原市新山三丁目8916番地（第二中） ５１ 

白山 吉田 貴徳 島原市広馬場町7758番地（第三小） ５３ 

白山 入江 雄平 島原市新山三丁目8916番地（第二中） ３６ 

安中 前川  修 島原市大下町丙1049番地（第五小） ５１ 

安中 中村 太一 島原市梅園町丁2898番地（第三中） ３２ 

大三東 吉田 幸雄 島原市有明町大三東丙582番地1（大三東小） ５０ 

大三東 林田 修平 島原市有明町大三東戊1535番地2（有明中） ３８ 

高野 吉田 英次 島原市有明町大三東丁2133番地1（高野小） ５３ 

高野 原田 美奈 島原市有明町大三東戊1535番地2（有明中） ５３ 

湯江 板倉 哲史 島原市有明町湯江丙839番地（湯江小） ４７ 

湯江 山﨑 岳史 島原市有明町大三東戊1535番地2（有明中） ３３ 

高校等 内田 守文 島原市城内二丁目1130番地（島原高校） ５２ 

高校等 林田 成穣 島原市城内二丁目1130番地（島原高校定時制） ５７ 

高校等 皆良田一輝 島原市下折橋町4520番地（島原農業高校） ３３ 

高校等 苑田 恒仁 島原市本光寺町4353番地（島原工業高校） ２９ 

高校等 江頭 卓也 島原市城内一丁目1213番地（島原商業高校） ４５ 

高校等 久保田雅子 島原市船泊町3415番地（島原中央高校） ２２ 

（任期１年「令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで」）  
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（参考） 

島原市教育委員会の権限事務の一部を教育長に委任し又は臨時に 

代理させる規則（抜粋） 

（教育長に対する委任事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務

を教育長に委任する。 

(１)から(11)まで 略 

(12) 委員会の所管に属する各種委員会・審議会等の委員を任命し、

又は委嘱すること。 

(13)から(16)まで 略

（委任事務の特例） 

第３条 略 

（臨時措置） 

第４条 教育長は、前２条に定める事項について特に緊急やむを得ない 

事情が生じた場合に限りこれを臨時に代理することができる。 

２ 前項の規定により教育長が臨時に代理したときは、直近の委員会に 

報告し、承認を受けなければならない。 

島原市少年センター規則（抜粋） 

（少年補導委員） 

第５条 センターの業務遂行のため、少年補導委員68人以内を置く。 

２ 少年補導委員は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。 

３ 少年補導委員の任期は１年とする。ただし、再任をさまたげない。  
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地区 番号 氏名 年齢 住所（職場等） 在職

1 山口　正二 55 20

2 森本　誉介 55 11

3 佐仲　勝秀 46 4

4 草野　誠 52 0

5 林田　具視 50 島原市中原町乙1462番地（三会小） 6

6 池永　識好 35 島原市下宮町甲2511番地2（三会中） 0

7 林田　正剛 73 24

8 長田　和久 64 8

9 松本　久美 59 9

10 加納　文 52 8

11 本多　雄也 47 島原市宇土町乙670番地1（第四小） 1

12 吉田　海人 26 島原市城内一丁目1222番地（第一中） 1

13 入江　靖宏 65 3

14 宮﨑　和久 48 0

15 松本　恭子 68 5

16 石本　法子 69 21

17 柏野　広幸 45 島原市城内一丁目1129番地（第一小） 0

18 大平　隆介 35 島原市城内一丁目1222番地（第一中） 0

19 松本　宗敏 72 26

20 林田　敏幸 72 26

21 杉田　守 59 7

22 林田　洋一 52 11

23 吉田　真 51 6

24 大場　俊郎 48 島原市萩が丘二丁目5688番地（第二小） 0

25 金崎　淳一 51 島原市新山三丁目8916番地（第二中） 7

26 上田　すず子 68 25

27 長池　恭子 52 3

28 酒井　孝晃 54 0

29 中尾　明稔 59 12

30 吉田　貴徳 53 島原市広馬場町7758番地（第三小） 1

31 入江　雄平 36 島原市新山三丁目8916番地（第二中） 1

（参考）

島原市少年センター少年補導委員（任期１年「令和5年4月1日から令和6年3月31日まで」）

三会

杉谷

森岳

霊丘

R5.4.1現在

白山
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地区 番号   氏  　名 年齢 住　 所 在職

32 佐藤　信弘 75 29

33 園田　敏之 75 9

34 佐藤　良二 73 7

35 小鉢　博子 70 13

36 松﨑　清晴 70 9

37 前川　　修 51 島原市大下町丙1049番地（第五小） 1

38 中村　太一 32 島原市梅園町丁2898番地（第三中） 1

39 田中　邦浩 56 14

40 宇土　国義 64 18

41 馬渡　清郎 64 16

42 松本　信二 58 18

43 吉田　幸雄 50 島原市有明町大三東丙582番地1（大三東小） 0

44 林田　修平 38 島原市有明町大三東戊1535番地2（有明中） 2

45 本田　保久 62 18

46 吉田　孝信 73 18

47 松本　輝 41 0

48 中島　弘昌 41 0

49 吉田　英次 53 島原市有明町大三東丁2133番地1（高野小） 4

50 原田　美奈 53 島原市有明町大三東戊1535番地2（有明中） 5

51 前田　政勝 60 18

52 森川　陽子 55 9

53 尾崎　正祥 54 9

54 板倉　哲史 47 島原市有明町湯江丙839番地（湯江小） 0

55 山﨑　岳史 33 島原市有明町大三東戊1535番地2（有明中） 1

56 内田　守文 52 島原市城内二丁目1130番地（島原高校） 5

57 林田　成穣 57 島原市城内二丁目1130番地（島原高校定時制） 9

58 皆良田一輝 33 島原市下折橋町4520番地（島原農業高校） 0

59 苑田　恒仁 29 島原市本光寺町4353番地（島原工業高校） 1

60 江頭　卓也 45 島原市城内一丁目1213番地（島原商業高校） 3

61 久保田雅子 22 島原市船泊町3415番地（島原中央高校） 0

62 本村　圭希 36 島原市高島二丁目7217番地（青年会議所） 0

高校等

安中

大三東

高野

湯江
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島 原 市 教 育 委 員 会 

報 告 事 項 

○行事報告

○行事予定表

○１２月市議会定例会一般質問答弁要旨

令和５年５月１日 定例会 



［４月］ （教育総務課）

日 曜日 報　　告　　事　　項

1 土 島原市表彰式 10:00 島原文化会館 教育長

1 土 ４月定例教育委員会 13:30 森岳公民館
教育委員、教育長、教育次長、各課
長、班長

3 月 避難所開設割当方法変更に伴う説明会 9:30 本庁災害対策室 教育次長、課長

3 月
令和５年度会計年度任用職員任用通知書
交付式

14:30 有明公民館 教育長、教育次長、課長、班長

4 火 法務局新島原支局長来庁 11:00 教育長室 教育長

4 火 令和５年度事業に係る打合せ 13:30 本庁庁議室 教育長、教育次長、各課長

13 木 令和５年度職員採用試験検討会 10:00 本庁庁議室 教育長

14 金 第1回土地対策会議・第1回市有財産評価委員会 13:30 本庁庁議室 教育次長

14 金 令和５年度学校予算配当説明会 15:00 有明庁舎大会議室 教育長、教育次長、課長、課員

19 水 市町村教育委員会連絡協議会理事会 10:30 佐世保市 教育長、立花教育委員、課長

20 木
令和５年度長崎県教科用図書選定第1回
審議会

10:00 長崎県庁 教育長

20 木
第１回長崎県都市教育長協議会（～２１
日）

14:00 長崎市 教育長

24 月 人事評価説明会 11:00 有明庁舎大会議室 教育次長、課長

25 火 第3回第五小学校正門設置実行委員会 19:00 有明公民館
教育長、教育次長、課長、班長、吉
岡主査

26 水 有明プールを活用した水泳学習打合せ 10:00 有明プール 課長、班長

28 金 島原市災害配備計画説明会 9:00 有明庁舎第1会議室 教育次長、課長

《付記事項》

20 木 教育関係者歓送迎会 18:30 普明庵 教育長、教育次長、各課長、各班長

教育委員会　５月定例会　報告事項

1

内　容　並　び　に　参　考　事　項



［４月］ （学校教育課）

日 曜日 報　　告　　事　　項

3 月 教職員辞令交付式 13:30 有明総合文化会館 教育委員、教育長、次長、各課長、学教課員

3 月 会計年度任用職員採用選考（2名） 15:30 有明庁舎 課長、内島

4 火 事務職員服務宣誓式 8:30 有明庁舎 教育長、次長、課長、内島

4 火 令和５年度事業に係る打ち合わせ 13:30 本庁 教育長、次長、各課長

4 火
令和５年度義務教育諸学校用教科書無償
給与説明会Web会議

13:30 有明庁舎 長谷川、寺中

5 水 会計年度任用職員通知書交付式 10:00 有明総合文化会館 教育長、次長、学教課長、学教課員

6 木 JETプログラム担当者セミナーWeb会議 13:30 有明庁舎 内島

10 月 中学校入学式 10:00 市内各中学校 教育委員、教育長、次長、各課長、全指導主事

11 火 小学校入学式 9:30 市内各小学校 教育委員、教育長、次長、各課長、全指導主事

11 火 新任養護教諭研修Web協議会 14:30 有明中学校 長谷川

12 水 子どもを守るパトロール防犯交通安全啓発出陣式 7:00 第四小学校 教育長、課長

12 水
初任者研修実施校校長等連絡協議会 中学
校（13日：小学校）

9:30 杉谷公民館 江川

12 木
初任者研修拠点校指導教員及び校内指導教員と
の打ち合わせ　中学校（13日：小学校）

14:00 杉谷公民館 江川

13 木 新規ＡＬＴ来島（タケウチ　クリスリン　ケイコ） 15:00 有明庁舎 内島

14 金 4月定例校長会 9:30 有明庁舎 教育長、次長、各課長、各課班長、学教課員

14 金 学校配当予算説明会 15:00 有明庁舎 教育長、課長、寺中

17 月 4月定例教頭会 9:30 有明庁舎 教育長、次長、各課長、各課班長、学教課員

17 月
第１回島原・雲仙・南島原地区初任者研
修実施運営委員会

14:00 千々石庁舎 教育長、江川

17 月
第１回島原・雲仙・南島原地区中堅教諭
等資質向上研修実施運営委員会

15:00 千々石庁舎 教育長、江川

18 火 定年引上げ特例任用オンライン説明会 13:30 有明庁舎 教育長、課長

18 火 養護教諭部会 14:00 杉谷公民館 江川

18 火 町内会自治会連合会理事会 15:15 本庁舎 教育長、課長

19 水 献立案作成委員会 13:00 杉谷公民館 寺中

19 水 小中事務部会 14:00 杉谷公民館 内島

19 水 市内中体連第1回理事会 14:20 三会公民館 課長、原川

19 水 令和５年度長崎県養護教諭研究協議会運営委員会 15:00 第五小学校 江川

19 水 島原半島租税教室推進協議会幹事会 15:30 島原税務署 課長

24 月 定例記者会見 10:00 本庁 池田

24 月 ふるさと教育推進事業説明会 13:00 大波止ビル 原川

26 水 有明プールを活用した水泳学習打合せ 10:00 有明プール 池田

26 水 教務主任会 14:00 杉谷公民館 牟田、原川、江川

27 水 義務教育課指導主事研修会 10:30 県庁 課長、長谷川、内島、池田、原川

27 水 第1回学校給食研究会 15:00 杉谷公民館 林田

28 金 体育保健課指導主事研修会web会議 9:20 有明庁舎 池田、江川

28 金 特別支援学級「春の交流会」 9:00 一小、三小、有明体育館 課長、長谷川、内島

教育委員会　５月定例会　報告事項

内　容　並　び　に　参　考　事　項
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【令和5年４月】 社会教育課

日 曜日 報告事項

3 月 会計年度任用職員任用通知書交付式 14:30 有明公民館 教育長、教育次長、課長、本田、大津

4 火 市長、副市長との令和５年度事業打ち合わせ 13:30 庁議室 教育長、次長、課長

6 木 クイズ島原の実！第1回島原城クイズ 13:30 森岳公民館 教育長、次長、課長

7 金 朝のあいさつ運動 7:30 市内一円 課長、本田、古瀬、末吉

11 火 社会教育担当者会 15:30 森岳公民館 課長、本田、末吉、松本指導員

20 木 県学芸文化課との協議 13:30 県庁 大津、吉岡、山下

20 木 島原城特別展「和子と宮﨑康平」報道向け内覧会 14:00 島原城観光復興記念館 課長、林田

20 木 少年センター少年補導委員幹事会 18:30 浪花寿司 課長、本田、出田指導監

22 土 島原城特別展「和子と宮﨑康平」 島原城観光復興記念館 ～5月14日まで

23 日 東空閑城跡発掘成果説明会 10:00 境の松自治公民館 大津、吉岡、山下

25 火 島原半島文化賞打合せ（島原文化連盟） 13:30 森岳公民館 林田

28 金 島原城跡総合調査検討会議委員への説明 14:00 東京都 課長、吉岡、山下

3 月 教職員辞令交付式 13:30 有明文化会館 課長

3 月 さくら会 11:00 神習処跡 市長、教育長

9 日 田町海岸流死菩提供養塔法要 9:00 田町海岸供養塔 市長

11 火 小学校入学式 10:00 第二小学校 課長

11 火 薪能運営委員会 19:30 護国寺 本田、大津、峰

12 水 子どもを守るパトロール防犯交通安全啓発出陣式 7:00 第四小学校 教育長、課長

13 木 有明文化協会総会 13:30 有明公民館 ※今年まで来賓なしで実施

14 金 定例校長会 9:30 有明庁舎 課長、本田、大津

17 月 定例教頭会 9:30 有明庁舎 課長、本田、大津

17 月 霊丘ひまわり女性会　総会 10:00 霊丘公民館 市長

19 水 子ども会育成連絡協議会役員会 19:30 霊丘公民館 野口、末吉

19 水 子ども狂言協力会総会 19:30 島原文化会館 課長、本田、大津、峰

22 土 島原市退職校長会総会 10:30 杉谷公民館 課長、本田

25 火 森岳女性会定期総会 10:00 森岳公民館 市長

26 水 島原市町内会自治会連合会総会 14:00 有明公民館 課長

27 木 島原土搗唄保存会総会 10:00 農村環境改善センター ※来賓なしで実施

島原市教育委員会　　５月定例会報告事項

内容並びに参考事項

各地区にて高齢者学級１回（担当：野口）・女性学級１回開催（担当：松本）

【付記事項】

3



（スポーツ課）

日 曜日 報 告 事 項

4 火 令和５年度事業に係る市長との打ち合わせ 13:30 本庁庁議室 教育長・次長・課長

5 水 温水プール事業重野設計打ち合わせ 9:00 有明庁舎第二会議室 課長・馬渡班長

7 金 県高総体準備室あいさつ来庁 10:00 有明庁舎第二会議室 課長・稲田室長

14 金
令和５年度長崎県スポーツ協会第１回生涯スポーツ委員
会

13:30 長崎県営野球場 課長

14 金 第48回島原市民親睦サッカー大会監督会議 19:00
平成町人工芝グラウ

ンド会議室
土本

18 火 新規採用職員研修（～１９日） 9:50 長崎県市町村会館 佐藤

18 火 温水プール安全点検結果現地確認 13:30 温水プール 馬渡班長

23 日 第48回島原市民親睦サッカー大会（開会式なし） 9:00 平成町多目的広場 土本

25 火 学生駅伝中継所及び関係機関挨拶回り 10:00 市内各所 課長・森班長・城臺

26 水
令和６年度全国高等学校総合体育大会長崎県実行委員会
設立総会・第１回総会

10:30 長崎県庁１階大会議室 教育長・稲田室長

26 水 新規採用職員研修（WEB研修）（～２７日） 13:30 本庁２Ｂ会議室 佐藤

27 木
第66回九州地区スポーツ推進委員研究大会開催支援業務
委託事業者選定委員会

13:30 出島交流会館 課長

28 金 島原市スポーツ推進委員連絡協議会総会及び祝賀会 18:00 HOTELシーサイド島原
市長（祝賀会のみ）・教育
長・教育次長・スポーツ課員

教育委員会　５月定例会　報告事項

［４月］

内　容　並　び　に　参　考　事　項

４



令和５年 ５月行事予定表 令和５年５月１日現在

太字ｺﾞｼｯｸ 教育委員出席予定
  ◎    教育長出席
  ○    教育次長出席
  △    関係課長出席

日 曜 教 育 総 務 課 学 校 教 育 課 社 会 教 育 課 ス ポ ー ツ 課

１ 月
定例教育委員会 13：30 有明庁舎第1会議室 ◎
○△

朝のあいさつ運動 7:30 市内一円◎〇△

２ 火 定例校長会 9:30 杉谷公民館 ◎△

３ 水 憲法記念日 憲法記念日 憲法記念日 憲法記念日

４ 木 みどりの日 みどりの日 みどりの日 みどりの日

５ 金 こどもの日 こどもの日 こどもの日 こどもの日

６ 土

７ 日

８ 月 新型コロナ対策本部会議16:00 本庁庁議室 ◎○

市町社会教育主管課長・担当者合同会議 10:00 県庁 △
城内建造物活用検討会議13：30本庁１A会議室
ワイド版　土曜デジマンボ出演14:00以降島原城
社会教育主事等連絡協議会総会 16:10 県庁 △

９ 火
市町社会教育主管課長及び担当者合同研修会
10:00 県庁 △

１０ 水 会計実地検査 9:40 有明庁舎 △ 会計実地検査 9:40 有明庁舎 △

１１ 木 市子連総会 19:00 島原文化会館 △
長崎県スポーツ少年団指導者協議会・事務担当者
会 13:30 長崎県営野球場

１２ 金
令和5年度防災対策現地視察 9:00 市内 ◎○
第2回建設工事指名選定委員会 13:30 本庁庁議室
○

市人権推進会議 16:00 森岳公民館 △
森岳公民館運営委員会 10:00 森岳公民館 △
有明の文化財出前講座10：00有明保険センター他
市人権推進会議 16:00 森岳公民館 △

長崎県スポーツ少年団事務担当者研修会 10:00 有
明庁舎

１３ 土

島原半島文化賞、宮崎康平賞小中高生文芸コン
クール表彰式 島原文化会館 10:00 ◎〇△
第224回市民文化講座「ふるさとへの愛 康平和子夫
妻と長崎の文学」14:00 森岳公民館 △

１４ 日 各中学校体育大会 各中学校 ◎○△

１５ 月

１６ 火
霊丘公民館運営委員会 10:00 霊丘公民館 △
少年センター少年補導委員会 19:30 森岳公民館
◎△

１７ 水 全国都市教育長協議会 移動日 帯広市 ◎

三会公民館運営委員会 10:00 三会公民館 △
有明公民館運営委員会 13:30 有明公民館 △
肥前島原子ども狂言 開講式 18:30 ◎△
文化財保存活用地域計画協議 終日文化庁・京都
下の丁町内会会合（山本邸）開催時間未定

島原市施設の魅力アップ懇話会 19：00 島原復興ア
リーナ △
島原市スポーツ指導者協議会役員会 19：30 森岳
公民館

１８ 木 全国都市教育長協議会 9：00 帯広市 ◎ 定例教頭会 10：30 有明総合文化会館 ◎△
杉谷公民館運営委員会 10:30 杉谷公民館 △
指定管理者施設の魅力アップ懇話会 19:00 島原文
化会館 △

１９ 金 全国都市教育長協議会 9：30 帯広市 ◎
県・市少年センター連絡会議及び長崎県少年補導
センター連絡協議会 第1回所長会 13:30 県庁 △

２０ 土
森岳公民館自主講座「クイズ・しまばらの実！第1回
ジオパーククイズ」 12:30- 森岳公民館

２１ 日 各小学校運動会 各小学校 ◎○△

２２ 月

２３ 火 3市特別支援教育連絡協議会（未定）△

２４ 水 半島租税教育推進協議会総会 13:30 島原税務署

２５ 木
人事評価ヒアリング 9:30 教育長室 ◎○△
島原市防災会議 14:00 杉谷公民館 ◎

市Ｐ連総会 20:00 有明総合文化会館 ◎△
長崎県公民館連絡協議会第1回理事会 県庁 10:00
△
島原市PTA連合会総会 20:00 有文 ◎○△

２６ 金 教科書採択協議会 10:00 千々石庁舎 ◎
第1回社会教育委員の会 16:00 霊丘公民館 ◎○
△

２７ 土

２８ 日

２９ 月
市町村教育委員会連絡協議会総会及び合同研修
会 13:00 佐世保市 ◎

３０ 火 小学校長面談 10:15 第一会議室 ◎△
第２６回松平文庫古文書調査（5/30～6/2）
5月自転車指導 15:30 森岳公民館他 △

３１ 水 中学校長面談 9:40 第一会議室 ◎△

島原市教育委員会
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